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2024年 1月 18日、インドネシアのエネルギー鉱物資源省は記者会見を開き、インドネシア政府が炭素回

収・貯留（以下「CCS」という。）および炭素回収・利用・貯留（以下「CCUS」という。）に対応する大
統領令を制定すると発表した。MEMRスポークスマンは、当該大統領令は、CCS/CCUSに関するエネルギー
鉱物資源大臣（以下「MEMR」という。）規則 2023 年第 2 号（以下「MEMR 規則」という。）でカバーさ
れていない側面、特に国境を越えた CCS/CCUSに対処することを目的としているものの、大統領令によって
外国の事業体が CO2 を注入するためにインドネシアに CO2 を輸送することができるようになるものではな
く、国際条約に基づく政府間協定など、特定のメカニズムに従わなければならないことを示している。この
メカニズムが実施されると、企業は、国境を越えた CCS/CCUSを実施することができるようになる。但し、
他国からの CO2 輸入がインドネシアの温室効果ガス排出インベントリーを増加させず、輸入された CO2 の
排出責任は輸出国にあることが強調されている点に留意が必要である。 
 
他国から輸入された CO2がインドネシア国内で輸送中に漏えいした場合や、インドネシアの貯留層に注入

された後に漏えいした場合、その排出量をインドネシアとしてどのように扱おうとするのか、今後公表され
る当該大統領令の内容が注目される。 
 
当該大統領令の公表を控え、本ニューズレターでは、インドネシアにおける CCS/CCUSの法的枠組みとし

て昨年制定された MEMR規則の概要を確認する。 
 
1. MEMR規則制定の背景 
 

MEMR規則の制定により、インドネシアの石油・天然ガスセクターにおいて、CCSおよび CCUSに関する
ルールの詳細が正式に導入された。それまでは CCSおよび CCUSを利用する可能性について抽象的に規定さ
れているだけであり、CCSおよびCCUSの詳細については規定されていなかった。CCS/CCUSの導入は、イ
ンドネシア政府が、パリ協定の下で地球規模の気候変動に対処するための国家コミットメント目標を達成
し、2060年までにゼロエミッションという目標を達成するための政策の一つとされている 1。 
 

MEMR規則では、①CCSおよび CCUSのステークホールダー、②モニタリング・計測・報告・検証（以下

 
1  MEMR規則前文 a号。 
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「モニタリング等」という。）、③緊急時対応体制、④MEMRからの指導・監督など、CCSおよび CCUSの
様々な面についてルールを定めている。 
 
2. CCSおよび CCUSのステークホルダー 
 

CCSおよび CCUSのステークホールダーは、一般に、以下の通りと定められている。 
 
- コントラクター：石油・ガス事業上流部門担当特別局（以下、インドネシア語の略称である「SKK 

Migas」という。）またはアチェ石油・ガス管理機関（以下、インドネシア語の略称である
「BPMA」という。）と共同契約（生産分与契約とも呼ばれる。）を締結した事業体または恒久施設
をいう。コントラクターは、インドネシア国内の指定上流石油・ガス事業区域（以下「作業区域」と
いう。）において、探査または開発を実施する責任を負う 2。 

 
- MEMR：作業区域の最初の開発計画の場合、SKK Migas または BPMA を通じて MEMR が当該開発計

画の策定に関与する 3。 
 
- SKK Migasまたは BPMA：CCSおよび CCUS事業が作業区域の次期開発計画の一部である場合、SKK 

Migasまたは BPMAがその策定に関与する 4。 
 
3. CCSおよび CCUSの実施 
 

CCS および CCUS 事業を実施するために、コントラクターは、MEMR 規則に基づき、少なくとも(i)地質
学、(ii)地球物理学、(iii)貯水池、(iv)CCUS 活動への利用を含む運搬、貯水および圧入、(v)経済学的側面、
(vi)工学、(vii)安全および環境、(viii)危険性の評価および軽減、(ix)モニタリング等の側面を網羅する CCS
および CCUS実施計画（以下「CCS/CCUS実施計画」という。）を作成する必要がある 5。 
 
前述のとおり、CCS/CCUS実施計画は、MEMRまたは SKK Migasもしくは BPMAにより承認されなけれ

ばならない 6。CCS/CCUS実施計画が承認されると、コントラクターは、提出された CCS/CCUS実施計画の
実施を開始することができる 7。 
 

 
2  MEMR規則 1条 32号。 

3  MEMR規則 11条 2項 a号。 

4  MEMR規則 11条 2項 b号。 

5  MEMR規則 12条。 

6  MEMR規則 15条乃至 17条。 

7  MEMR規則 19条。 
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4. 第三者との連携 
 

MEMR 規則は、コントラクターが第三者との協力契約を通じて外部から取得した CO2 を利用することを
MEMR 規則 2/2023 に認めているため、圧入される CO2 は、必ずしもコントラクター自身が排出する CO2
とは限らない。このような協力は、少なくとも(a)技術的側面、(b)炭素排出削減、(c)経済分析、(d)CCS ま
たは CCUS の実施における運用上の安全保障を対象とする必要がある 8。コントラクターと第三者間の協力
契約には SKK Migasまたは BPMA（該当する場合）の認可が必要である 9。 
 
5. モニタリング等 
 
(1) モニタリング 
CCSおよびCCUSの実施中の安全を確保するために、コントラクターは、CCS/CCUS実施計画に沿ったモニ
タリングを実施する必要がある 10。これには、漏洩、地下水汚染、ならびにCCSおよびCCUS事業に関連す
る他のリスクに関連する潜在的なリスクを特定する方法が含まれる 11。コントラクターは、モニタリングの
成果を詳細に記載した報告書を、6ヶ月に 1度、MEMRに提出しなければならない 12。 
 
(2) 計測・報告・検証 
- コントラクターは、CCSおよび CCUSの具体的な場所に合わせて、少なくとも年 1回、計測などの特定

の計測・報告・検証活動を実施する必要がある 13。計測・報告・検証活動の成果は、毎年 3 月までに
MEMR に報告しなければならない 14。報告書には、少なくとも、CCS および CCUS 中の二酸化炭素排
出量のインベントリーなどを含む必要がある 15。 

 
- インドネシア政府は、炭素排出インベントリーに関する報告書を確認するに当たり、対象注入ゾーンに

貯留された炭素排出量に関する測定プログラム結果の品質、信頼性、信頼性、網羅性、正確性を確保す
るため、独立した第三者を任命することができる 16。 

 
- MEMR規則では、炭素価格算定部門における現行の規則に従って、コントラクターもCCSおよびCCUS

活動から得られる炭素の経済的価値（一般に炭素価格と呼ばれる。）を利用できると規定している 17。 

 
8  MEMR規則 20条 3項。 

9  MEMR規則 20条 4項。 

10  MEMR規則 27条 1項、2項。 

11  MEMR規則 28条。 

12  MEMR規則 30条 1項。 

13  MEMR規則 34条 1項。 

14  MEMR規則 39条。 

15  MEMR規則 34条 2項。 

16  MEMR規則 36条。 

17  MEMR規則 33条。 
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MEMR 規則の制定は、インドネシア政府が変容するエネルギー市場に適応していることを示す側面もある

が、課題もある。 
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